
 

 

通所型サービス 

介護予防型通所サービス【現行相当】 トレーニング型通所サービス 

通所介護施設で日常生活の支援などの共通的サー

ビスと、その人の目標に合わせた選択的サービス

（運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、

生活機能向上グループ活動など）が利用できます。 

 

■利用者負担のめやす（1割負担） 

（共通的サービス）*送迎料を含む 

事業対象者、要支援 1 

１回 384円（週１回程度） 

要支援 2 

１回 395円（週 2回程度） 

（選択的サービス） 

・運動器機能向上 １か月 229円 

・栄養改善    １か月 153円 

・口腔機能向上  １か月 153円 

・生活機能向上グループ活動 １か月 102円 

身体機能や認知機能の向上を目的としたトレーニ

ングを実施し、自立した生活の確立と自己実現を

支援する共通的サービスと選択的サービスが利用

できます。 

 

■利用者負担のめやす（1割負担） 

（共通的サービス）*送迎料を含む 

事業対象者、要支援 1 

１回 324円（週１回程度） 

要支援 2 

１回 333円（週 2回程度） 

（選択的サービス） 

・運動器機能向上 １か月 229円 

・栄養改善    １か月 153円 

・口腔機能向上  １か月 153円 

・生活機能向上グループ活動 １か月 102円 

*入浴や食事などの身体介護は利用できません。   
訪問型サービス 

介護予防型訪問サービス  

ターミナル支援型訪問サービス 

 

 

利用者が自力では困難な行為について、同居家族

の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受

けられない場合には、ホームヘルパーによるサー

ビスが利用できます。 

また、在宅で療養されているがん末期の方は、連

日の利用ができます（ターミナル支援型訪問サー

ビス）。 

■利用者負担のめやす（1割負担） 

事業対象者、要支援 1・2 

・１回 272円（週１回程度） 

・１回 276円（週２回程度） 

要支援 2 

・１回 291円（週 2回超える場合） 

*身体介護・生活援助を利用できます。 

*乗降介護（介護タクシー）は利用できません。 

身体介護が不要な方で、同居家族の支援や地域の

支えあい・支援サービスなどが受けられない場合

には、市が実施する研修を受けた人等による掃除

や買い物などの生活援助サービスが利用できま

す。 

 

 

■利用者負担のめやす（1割負担） 

事業対象者、要支援 1・2 

・１回 222円（週１回程度） 

・１回 225円（週２回程度） 

要支援 2 

・１回 237円（週 2回超える場合） 

*身体介護は利用できません。 

*乗降介護（介護タクシー）は利用できません。 

 

介護予防・生活支援サービスの内容・料金について 

新 

【現行相当】 
新 

新 生活援助型訪問サービス 


